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第３章　地区別構想 
１.地区の設定について 

地区の設定については、歴史的な経緯や地区のまとまりのある状況を考慮し、旧町村単位を基

本とした、勝浦地区、興津地区、上野地区、総野地区の４つの地区に区分します。 
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２.勝浦地区 

１）勝浦地区の現況 

 項目 概要

 人口等 ○勝浦地区の人口は、令和２年に

8,710 人、4,723 世帯となり、全市

のうち人口が 51.5％、世帯が

59.2％を占めています。 

○10 年間の変化では、人口が

20.0％、世帯数が 13.0％減少して

います。 

○高齢化率（老年人口比率）は 37.8％

と全市平均（43.4％）を下回る状況で

すが、千葉県の高齢化率 27.2％を

10.6％上回っています。
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 土地 

利用

○JR 勝浦駅の東側に中心市街地が形成され、勝浦市役所や芸術文化交流センターキュス

テ、図書館等をはじめ、様々な都市機能増進施設が集積しています。 

○JR 勝浦駅から勝浦漁港までの区域では、商業地（商業地域及び近隣商業地域）が面的

に形成されており、400 余年の歴史を誇る朝市が開かれています。 

○沿岸部を望む丘陵部にはリゾートマンション等が点在しています。 

○中心市街地と JR 勝浦駅北部の丘陵部において、戸建て住宅を中心とした住宅地が形

成されています。

 道路・

交通

○隣接市町と興津地区を東西方向に結ぶ国道 128 号があります。 

○千葉市方面から総野地区、勝浦市街地部までを南北に結ぶ国道 297 号があります。 

○都市計画道路が計画決定されていますが、整備率が約 18％と低くなっています。 

○公共交通機関として、JR 外房線が東西に走り、勝浦市の玄関口となる JR 勝浦駅があ

り、他にも小湊鉄道による路線バスやデマンドタクシー等が運行されています。

 その他

都市 

施設

○市街地部に 12 箇所の公園が整備されています。 

○二級河川浜勝浦川が流れています。 

○都市下水路として、新官都市下水路、出水都市下水路、串浜都市下水路が整備されてい

ます。 

○火葬場とし尿処理施設、ごみ焼却場があります。

 防災 ○勝浦地区の市街地部、沿岸部の漁業集落地が、津波浸水想定区域となっています。 

○国道 128 号と国道 297 号が緊急輸送道路に指定されています。 

○農業用ため池の決壊に対するハザードマップを作成し、公表しています。

 地区資

源等

○地区内の自然が創り出した風光明媚な景勝地として八幡岬公園や勝浦灯台、関東ふれ

あいの道（荒磯のみち）があります。 

○歴史と文化を感じさせる歴史的資源として、官軍塚や八幡岬公園（勝浦城址等）、覚翁

寺、遠見岬神社、本行寺等の寺社があります。 

○海の美しい青と斜面林の緑等で形成される自然資源があり、サーフポイントとして親し

まれている部原海岸や串浜海岸、松部海岸等があります。 

○400 余年の歴史を誇る勝浦朝市や 200 年続いてきた東灘酒造があり、地区イベント

では、２～３月に開催されるかつうらビッグひな祭り、漁師町で勝浦市の秋の風物詩で

もある勝浦大漁まつり等が市民や多くの観光客に親しまれています。 

○地区の特産品として、豊富な海の幸として知られている鮮度の良いカツオやキンメダイ、

漁業が盛んな勝浦ならではの勝浦タンタンメン等を目当てに多くの観光客が訪れていま

す。

（人）
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 地区の

意向

・将来イメージ 

 

・居住地に望むこと 

・土地利用の課題 

 

 

・道路交通体系の課題 

・公園・緑地等の整備 

 

・防災に対する備え

：日常生活の利便性が良く、災害に強く誰もが安全・安心に暮ら

せる地域 

：公共交通の充実、働く場の充実、防犯・防災対策 

：農水産物を加工する企業などの立地を誘導 

駅周辺へ生活利便施設の立地を誘導し、コンパクトなまちづく

りを誘導 

：外灯の整備、狭い道路の整備、公共交通の充実 

：緑道の整備、身近な公園・広場の整備、自然を活かした公園の

整備 

：避難地・避難路の整備、狭い道路の整備・解消、防波堤・防潮堤

の整備
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勝浦地区現況図
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２）勝浦地区の課題 

◆中心市街地と地区の魅力のにぎわい不足 

○中心市街地として、市役所や学校、商業施設、芸術文化交流センター等の都市施設が整備され

ていますが、商業施設や働く場所が不足しており、都市交流拠点や観光交流拠点として、魅力的

な空間づくりが求められます。 

○人口流出や少子高齢化に伴い、空き家や空き店舗等の未利用地が増加しており、市街地のにぎ

わい低下や魅力の低下が懸念されます。また、人口流出対策として働く場を創出することで、若

者の定住を促進することが求められます。 

○漁業者の高齢化に伴う担い手不足の解消、水産業関連企業の活性化により、市の主要産業を維

持・発展することが求められます。 

 

◆JR 勝浦駅北側地区の活用不足 

○JR 勝浦駅北側は、市の玄関口にふさわしい都市交流拠点として、良好な市街地環境の形成と

計画的な土地利用を図ることが求められます。 

○北側地区の活用にあたり、現在の勝浦らしい暮らし方の実現に向けて、コンパクトで快適なまち

として都市機能の充実や緑豊かな住宅地、安心して暮らせる防災機能等、求められる多様な機

能の検討が求められます。 

 

◆交通ネットワークの利便性の不足 

○都市計画道路の整備率が約 18％と低くなっており、現在のまちの状況にあった線形の見直し

が求められています。 

○市民や観光客が快適に利用できるように、市の玄関口にふさわしい公共交通の結節点として、

接続や乗り換え、交通手段等の充実が求められます。 

○市街地に張り巡らされた生活道路は、古くから漁業が盛んな港町の名残であり、良好な漁港景

観を形成しています。しかし、買い物や通院、通勤等の生活するうえで車での移動が多くなり、

狭い生活道路での歩行者や自転車等の安全性の確保が求められます。 
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◆自然災害への対応力の不足 

○延宝房総沖地震や相模トラフ地震等に匹敵する地震の発生が想定される中で、市街地の浸水

対策として津波避難ビルや避難場所の周知、安全に避難できる避難経路や案内表示等の充実

が求められます。 

○緊急輸送道路として、国道 128 号と国道２９７号が指定されていますが、土砂災害警戒区域等

や津波による浸水、地震による沿道建築物の倒壊等が予想され、災害時の広域交通ネットワー

クの安全確保とそれに向けた関係機関との連携が求められます。 

○津波避難ビルや避難所等が沿岸部や高台に多く立地していますが、それまでの避難経路が急傾

斜な狭い道路やトンネルがあり、場所によっては、斜面地であることから迂回して避難する必要

があります。 

○市街地部や漁業集落地等では、狭い道路が住宅地をめぐっており、建物の倒壊や住宅火災によ

る避難経路の寸断、避難時の渋滞や混雑等が懸念されます。 

○少子高齢化の進行と急傾斜地の多い地形、市街地部の広範囲にわたって津波浸水の可能性等

を踏まえ、避難に時間がかかる要配慮者の安全な避難、生命と身体の安全確保への対策が求め

られます。 

 

◆観光シーズンにおける交通渋滞と駐車場の不足 

○観光のまちとして認知度が上昇していますが、来訪者の多くが自家用車を利用するため、時季

によっては観光渋滞や駐車場等が不足し、市民や観光客から対策が求められています。 

○観光スポットやマリンアクティビティが多数立地していますが、それらの魅力をつなぐアクセス

の充実が課題であり、観光周遊可能な交通利便性の充実が求められています。 

 

 



85

３）勝浦地区のまちづくりの将来像と整備方針 

　　輝く海と歴史・文化とともににぎわいの再生を目指し、 

市の中心核として安全で快適に暮らせる都市づくり 
 
 

◆　都市交流拠点にふさわしい中心市街地としての機能充実 

○市役所や商業施設、工業施設、医療施設等が集積し、国道１２８号や国道２９７号、JR 勝浦駅等

の交通結節点の利便性を活かしつつ、勝浦市の中心核・玄関口にふさわしい都市機能の充実と

維持を図ります。 

○持続可能で利便性の良い交通網の形成と観光まちづくりが一体となった公共交通網の形成に

向けて、モビリティ・マネジメントを推進します。 

また、健康増進と環境対策の利点があるカーボンニュートラルな観光の推進に向けて、青く澄ん

だ海洋資源と風光明媚な眺望景観を自由にめぐることのできるハイキング・サイクリング等の

観光地周遊ネットワーク（緑の交流ネットワーク）の構築を目指します。 

○移住・定住者獲得に向けて、空き家バンクの活用と関係機関との連携強化を図りつつ、勝浦の

魅力を感じられる移住・定住プランと相談体制の充実を図ります。 

○基幹産業である水産業の維持・発展のため、新規就労者及び就労先の確保を目的とし、企業誘

致や適正な土地利用等の様々な支援体制の充実を図ります。 

○都市の利便性の向上と地域交通と連携したコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりとして、

都市機能増進施設の誘導や市街地空洞化防止等のための立地適正化計画の策定に向けて、適

正な土地利用等について関係各課と連携を図ります。 

 

 

 

◆　誰もが安全・安心に暮らせる災害に強いまちづくり 

○延宝房総沖地震や相模トラフ地震等に匹敵する地震の発生が想定される中で、津波避難ビルや

避難場所、避難路等のハード対策、ハザードマップや防災アプリ等を活用したソフト対策の両面

から、災害への適切な備えを進めます。 

○災害に強い安全なまちづくりと市民生活の安全性向上に向けて、立地適正化計画の策定に向

けて災害リスクの低いエリアに居住誘導を検討するとともに、災害リスクの低減に向けた防災・

減災の取組として、住宅の耐震化や不燃化等での市民の安全確保を図ります。 

 

 

 

◆　歴史・文化資源や観光・レクリエーション、特産品等の勝浦らしい魅力をつなぐまちづくり 

○400 余年の歴史を誇る朝市や観光ニーズに応じたマリンアクティビティ等の観光・レクリエーシ

ョン機能、豊かな水産資源や漁師町として発展してきた特産品等の勝浦らしい魅力をつなぐこ

とで観光産業の活性化を目指します。 

 

 

 

目標１ 目標 2 目標 4

目標 4 目標 5

目標 2 目標 3 目標 5
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勝浦地区まちづくり方針図
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４）勝浦地区の分野別の方針 

◆　土地利用の方針 

○JR 勝浦駅南部の中心市街地は、市役所や商業施設、工業施設、医療施設、サービス施設等の都

市機能増進施設が集積した土地利用を維持し、市民や観光客が便利で快適に暮らせる質の高

い市街地環境の維持を図ります。また、漁業集落地は、良好な漁業集落のまちなみを残しつつ、

空き家の利活用を促進し、集落地の居住環境の維持・充実を図ります。 

○国道１２８号及び国道 297 号の沿道や勝浦漁港周辺の工業地は、広域交通を活かし、水産業の

活性化を図る企業の立地誘導や集積を図るとともに、隣接する住宅地との調和を図ります。 

○商業地が集積する中心市街地は、地区の活性化として港町へのにぎわいの創出に向けた整備

を促進します。また、市街地部の空き家や空き店舗等は、空き家バンクや事業者等と連携し、移

住・定住者の誘致や適切な土地の利活用を促進します。 

○市街地部は、津波浸水リスクの高い地区であることから、津波避難ビル等の防災施設として、民

間施設と連携強化を図り、避難体制の充実に努めつつ、立地適正化計画策定に向けて安全な土

地への居住誘導に向けた適正な土地利用を図ります。 

○JR 勝浦駅北部の市街地開発検討地は、市民の健康増進や地区交流、防災等の多様な機能を有

した土地利用の活用促進と勝浦の暮らしにふさわしい都市機能（商業、住宅地、防災等）を検討

します。 

 

◆　道路・交通体系の方針 

○国道 128 号及び国道 297 号の広域交通ネットワークを活かして、隣接市町と産業や観光業、

地域医療・福祉、地域間交流、防災機能等での連携強化を図ります。 

○都市計画道路については、社会状況や現在の利用状況を踏まえつつ、地域活力や防災安全性の

向上に向けて関係機関と連携して都市計画道路の見直しを推進します。 

○勝浦駅から勝浦漁港南端までの臨海プロムナードは、市民の誇りや観光客が魅力に感じるシン

ボルロードとして整備推進と質の向上を図ります。 

○市民の生活に密接する生活道路は、子どもから高齢者等が安全・安心に利用できる歩行者空間

や外灯の整備推進を図ります。 

○市内の観光周遊に向け、観光客や来訪者の利便性の向上を図るため、興津地区の魅力ある観

光資源やまちなみ等を回遊する観光交通として、自転車・歩行者ネットワークを構築するととも

に、安全確保を図ります。また、観光施設等と連携した観光モデルプランの作成を推進します。 

○市営駐車場は、観光振興と観光渋滞解消に向けて、適正かつ効率的な運営に向けて事業者等と

連携強化を図ります。また、民間企業と連携して低未利用地において駐車場等としての活用を

促進します。 

○子どもから高齢者など誰もが利用できる重要な移動手段である公共交通ネットワーク（鉄道、

バス、デマンドタクシー等）の利用促進を図ります。また、モビリティ・マネジメントの推進として、

公共交通の利用促進に向けた乗り方教室の活動や PR 活動等を推進します。 

○駅やバス停、歩道、情報案内板等は、誰もが利用しやすく、わかりやすさに配慮するため、関係

機関と連携してユニバーサルデザインの整備を推進します。  
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◆　その他都市施設（公園・緑地、河川・供給処理施設等）の方針 

○JR 勝浦駅周辺は、市の玄関口として魅力ある緑地の形成に向けて、市民等と協働し質の向上

と維持管理を図ります。また、市街地に位置する公園は、日々の暮らしの中でうるおいとやすら

ぎを与える場として、活用と維持管理を推進します。 

○八幡岬公園や官軍塚等の公園・緑地とそれをつなぐ緑の交流ネットワークでは、観光客も多く訪

れるため、風光明媚な景観を楽しむことのできる憩いの場の整備を図ります。また、年間を通じ

た快適な気候と四季の変化を活かした観光周遊を推進するため、適正な維持管理を図ります。 

○防災機能を有する総合的な公園の整備の促進に向けて、土地の選定や公園が有する機能につ

いて検討します。 

○浜勝浦川は、自然災害に備えつつ治水安全性の向上を目指した河川整備と改修を促進します。 

○都市下水路やごみ焼却場等の適正な維持管理に努め、自然環境の保全や水質保全等を推進し

ます。 

 

◆　景観の方針 

○JR 勝浦駅周辺は、季節を感じる花木や花壇等の維持管理を市民等と協働し、質の高い市街地

景観づくりを推進します。 

○中心市街地は、港町の景観の保全・活用を図り、丘陵部の住宅地では、緑と調和した良好な住宅

地の景観保全を図ります。 

○八幡岬公園一帯は、リアス式海岸の変化に富んだ素晴らしい眺望景観の保全に配慮しつつ、回

遊路の維持管理を図ります。 

○各地区に点在する漁港周辺の漁業集落地は、昔ながらの漁村景観を維持しつつ、自然景観と調

和した良好な景観の保全を図ります。 

○400 余年の歴史を誇る朝市景観は、魅力向上に向けた景観の保全と統一を推進し、朝型観光

のにぎわい創出を図ります。 

 

◆　自然環境の方針 

○沿岸部は、海洋レクリエーションや海の自然・生物を活かした体験型の観光振興を推進しつつ、

良好な海浜環境を保全するために適切な保全に努めます。 

○勝浦地区の漁場は、豊かな生態系によって恩恵を受けており、今後は持続可能な漁業や地区の

環境保全の観点からブルーカーボンの取組に努めます。 

○丘陵部の斜面林等は、美しい景観や水源涵養機能等の多様な機能を有することから、良好な自

然環境の保全を図ります。 

 

◆　防災の方針 

○延宝房総沖地震や相模トラフ沿いの地震等に匹敵する地震の発生による浸水被害が想定され

ることから、関係機関と連携しながら、避難施設等の確保や避難路の整備を促進します。また、

市民や観光客の安全確保に向けて、垂直避難や高台避難等を促進するため、民間施設との連携

強化を働きかけます。 

○津波や地震等に備え、安全かつ迅速に避難できるための避難路や避難場所等を示す案内表示

の整備や充実を図ります。また、防災機能を有する総合的な公園の推進に向けて、土地の選定

と整備検討を進めます。 
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○国道 128 号と国道 297 号は、都市部とつながる緊急輸送道路であるため、沿道建築物の耐

震化による経路の安全確保を促進します。また、国道 128 号や沿岸部の一部は、土砂災害特別

警戒区域や津波浸水想定区域等が指定されており、関係機関と連携し、災害時の緊急輸送道路

の安全確保を促進します。 

○勝浦市街地部は、狭い道路と木造住宅が多いことから、住宅に関する相談体制を充実させ、旧

耐震基準である木造住宅の耐震化や不燃化促進を図ります。 

○高齢者等の要配慮者の安全確保に向けて、避難場所や津波避難ビルへの事前避難の誘導を地

区と連携して行うとともに、避難路・避難場所のバリアフリー化を図ります。 

○平常時より、地区における防災活動を通して、防災知識の醸成や防災体制の構築、自主防災組

織の育成強化、ハザードマップの周知、事前復興まちづくりを踏まえた避難訓練等を図ります。

また、防災無線の不感地帯の解消に努めつつ、防災アプリや防災行政メール等を活用し、災害

時の情報体制の強化を図ります。 

○活用可能な空き家は、空き家バンクや関連事業者と連携し、空き家の利活用や流通促進を図り

ます。また、管理不全空き家や特定空き家は、市民と連携して把握に努めるとともに、市街地の

安全確保に向けて適正な対応に努めます。 
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 分野別方針図（土地利用）
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分野別方針図（道路・交通体系）
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分野別方針図（その他都市施設）
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分野別方針図（景観）
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分野別方針図（自然環境）
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 分野別方針図（防災）
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３.興津地区 
１）興津地区の現況 

 項目 概要

 人口等 ○興津地区の人口は、令和２年に

3,231 人、1,483 世帯となり、全

市のうち人口が 19.1％、世帯が

18.1％を占めています。 

○10 年間の変化では、人口が

20.5％、世帯数が 9.3％減少して

います。 

○高齢化率（老年人口比率）は 52.0％

と全市平均（43.4％）を上回る状況

であり、千葉県の高齢化率 27.2％

より 24.8％上回っています。

350 256 175 

2,106 
1,740 

1,377 

1,608 
1,711 

1,679 

4,064 
3,707 

3,231 

1,635 1,591 
1,483 

39.6% 46.2%

52.0%

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

平成22年 平成27年 令和２年

0.0%

12.0%

24.0%

36.0%

48.0%

60.0%

15歳未満 15～64歳

 土地 

利用

○興津地区全域が都市計画区域に指定されています。 

○JR 上総興津駅の南西側に近隣商業地域で構成される市街地が形成され、郵便局や興

津集会所、商店等が立地しています。 

○丘陵部では、東急リゾートタウン勝浦やミレーニア勝浦等の丘陵部開発地において住

居系用途地域（第一種低層住居専用地域や第一種・第二種住居地域）が指定されてい

ます。

 道路・

交通

○勝浦市街地部から興津地区の南側を経由して隣接市町を東西方向に結ぶ国道 128

号があります。 

○興津市街地と北部の上野地区や大多喜町方面とを結ぶ県道勝浦上野大多喜線、鵜原

集落と東急リゾートタウン勝浦、北部の上野地区や総野地区方面を結ぶ市道鵜原荒川

線等の幹線道路があります。 

○公共交通機関として、JR 外房線が東西に走り、JR 鵜原駅や JR 上総興津駅、JR 行川

アイランド駅があり、他にも小湊鉄道による路線バスやデマンドタクシー等が運行され

ています。

 その他

都市 

施設

○ミレーニア勝浦の敷地内に 9 箇所の公園が整備されています。 

○夷隅川が流れています。 

○都市下水路として、興津都市下水路、興津東都市下水路、鵜原都市下水路が整備され

ています。 

○民間により開発された住宅地の一部においては、集中浄化槽による処理が行われてい

ます。

 防災 ○興津地区の市街地部、沿岸部の漁業集落地が、津波浸水想定区域となっています。 

○国道 128 号が緊急輸送道路に指定されています。

 地区資

源等

○地区内の雄大な自然を感じられる勝浦屈指の景勝地として、市民や観光客に親しまれ

てきた鵜原理想郷、美しい砂浜と屈指の透明度を誇る鵜原・守谷海岸、関東ふれあい

の道（理想郷をたずねるみち、海と森をつなぐみち）等があります。 

○静かにたたずむ古刹として知られる妙覚寺や鵜原の大名行列で知られる八坂神社、お

せんころがし等の歴史的資源があります。 

○海の美しい青と斜面林の緑等で形成される自然資源として、守谷海水浴場や鵜原海水

浴場、興津海水浴場等があり、豊かな海洋資源を活かしたダイビングスポットやマリン

アクティビティが楽しめる場として観光客にも親しまれています。 

○海に親しむことのできる施設として、滞在型観光施設「eden」や海の博物館、かつうら

海中公園等の施設があります。 

（人）
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 ○地区イベントとして、7 月に開催される鵜原大名行列、8 月の灯篭流し等が市民や多く

の観光客に親しまれています。 

○地区の特産品として、春の風物詩であるひじきや勝浦タンタンメン等を目当てに多く

の観光客が訪れています。

 地区の

意向

・将来イメージ 

 

・居住地に望むこと 

・土地利用の課題 

 

・道路交通体系の課題 

・公園・緑地等の整備 

 

・防災に対する備え

：日常生活の利便性が良く、災害に強く誰もが安全・安心に暮

らせる地域 

：公共交通の充実、防犯・防災対策、働く場の充実 

：駅周辺へ生活利便施設の立地を誘導し、コンパクトなまちづ

くりを誘導 

：外灯の整備、狭い道路の整備、公共交通の充実 

：既存公園の再整備、防災機能の向上、広場や自然を活かした

公園の整備 

：避難地・避難路の整備、狭い道路の整備・解消、防波堤・防潮

堤の整備
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２）興津地区の課題 

◆空き家や空き店舗による商業地のにぎわい低下 

○興津地区は、江戸時代の交易船の碇泊地として、興津千軒の繫栄がもたらされた港町であり、

昭和４０年代では、行川アイランドや海水浴に訪れる観光客が多く、興津商店街も旅館や商店に

にぎわいがありました。しかし、少子高齢化や行楽施設の閉鎖、観光ニーズの変化等に伴い、近

隣商業地一帯での空き家・空き店舗が増加し、市街地のにぎわいの低下が懸念されます。 

○すぐに活用可能な空き家の数は少なく、空き家所有者や事業者、行政がつながれる仕組みづく

りや連携強化が求められます。 

 

◆市街地をめぐる狭い道路と地区に応じた避難体制の整備不足 

○相模トラフ地震等に匹敵する地震の発生が想定される中で、市街地の浸水対策として津波避難

ビルや避難場所の周知、安全に避難できる避難路や案内表示等の充実が求められます。 

○緊急輸送道路として、国道 128 号が指定されていますが、土砂災害による道路寸断や津波に

よる浸水が予想され、災害時の広域交通ネットワークの安全確保とそれに向けた関係機関との

連携が求められます。 

○市街地部や漁業集落等では、狭い道路が住宅地をめぐっており、建物の倒壊や住宅火災による

避難経路の寸断、避難時の渋滞や混雑等が懸念されます。また、JR 上総興津駅付近では、線路

が避難経路を限定しており、市民等の安全確保に向けた高台や安全な場所への避難路の整備

が求められます。 

○少子高齢化の進行と急傾斜地の多い地形、市街地部の広範囲にわたって津波浸水想定等、避

難に時間がかかる要配慮者の安全な避難、生命と身体の安全確保への対策が求められます。 

 

◆観光資源の PR 不足 

○鵜原理想郷や勝浦海中公園、滞在型観光施設「eden」等のレジャー施設が多数立地し、観光客

がにぎわいを見せる一方、夏の観光シーズンでは、駐車場等の不足や観光渋滞が見受けられ、

対策が求められています。 

○中学生アンケートでは、地区の祭りを観光資源として挙げる人が多く、地区の観光資源としての

活用や PR 等が求められています。また、観光客アンケートからも特産品を目的に来訪している

声が多く、観光地付近において、特産品を扱う商店等が少なくにぎわいの不足が懸念されます。 

○漁業従事者の高齢化や海中環境の変化により、豊かな水産資源への影響が懸念されます。持続

可能な産業とまちづくりに向けて、多様な主体が連携し、自然環境と向き合うことが求められ

ます。 

○地区活性化に向けて、行川アイランド跡地の活用について、土地所有者等の関係者と協議を進

め、有効活用の促進に努めます。  
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３）興津地区のまちづくりの将来像と整備方針 

青く澄んだ海の輝きとともに、新たな暮らし方と 

体験が育まれる、交流拠点の副核としての地区づくり 
 
 

◆興津地区交流拠点にふさわしい生活環境の機能強化 

○興津地区交流拠点は、勝浦都市交流拠点に次いだ地区交流拠点であり、市が誇る青く澄んだ海

の輝きを感じることができることから、環境にやさしく持続可能で利便性の良い交通網の形成

と観光まちづくりが一体となった公共交通網の形成に向けて、モビリティ・マネジメントを推進

します。 

○商業施設や医療施設等が集積し、国道 128 号や JR 上総興津駅等で隣接市町や中心市街地と

連絡する興津地区の拠点として、都市機能増進施設を維持し、空き家や空き店舗を活用した商

業施設の充実をはじめとした生活環境の機能強化と維持を図ります。 

○興津地区交流拠点や丘陵部開発地において、豊かな自然環境と良好な居住環境が揃った勝浦

暮らしが体験可能な空き家や別荘地の利活用を促し、ワーケーションや二地域居住を促進しま

す。 

 

 

◆防災・減災対策を強化した安心して暮らせるまちづくり 

○延宝房総沖地震や相模トラフ地震等に匹敵する地震の発生が想定される中、興津地区の魅力

的な景観を維持しつつ、市民の安全確保に向けた避難施設の充実と避難路の確保等のハード

対策を進めます。また、ハザードマップや防災アプリを活用し、避難路のルート確認や孤立した

場合の対策啓発等のソフト対策を進めます。 

○災害に強い安全なまちづくりと市民生活の安全性向上に向けて、立地適正化計画の策定に向

けて災害リスクの低いエリア（丘陵部開発地）に居住誘導を検討するとともに、災害リスクの低

減に向けた防災・減災の取組として、住宅の耐震化や不燃化等での市民の安全確保を図ります。 

 

 

 

◆青く澄んだ海と美しい眺望景観を活かしたまちづくり 

○透明度の高い海とそれを望むことのできる勝浦海中公園、海岸の浸食や風化による魅力ある

景観が形成される鵜原理想郷、美しい砂浜が広がる鵜原・守谷海岸等の景観を活かし、観光産

業の活性化を目指します。 

○健康増進と環境対策の利点があるカーボンニュートラルな観光の推進に向けて、鵜原理想郷や

勝浦海中公園等を結んだ、青く澄んだ海洋資源と風光明媚な眺望景観を自由にめぐることので

きるハイキング・サイクリング等の観光地周遊ネットワーク（緑の交流ネットワーク）の構築を目

指します。 

○行川アイランド跡地は、JR 行川アイランド駅に近く、広大な敷地面積と豊かな自然環境による

魅力的な開発用地であることから、活用に向けた相談体制を強化し、地区経済の活性化を目指

します。 

 

目標１ 目標 2 目標 5

目標 4 目標 5

目標 3 目標 5
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４）興津地区の分野別の方針 

◆　土地利用の方針 

○興津地区の市街地では、商業施設や医療施設、コミュニティ施設等の都市機能増進施設が集積

した土地利用を維持し、市民が便利で快適に暮らせる生活環境の機能強化を図ります。また、

漁業集落地は、良好な漁業集落のまちなみを残しつつ、空き家の利活用を促進し、集落地の居

住環境の維持・充実を図ります。 

○商業施設が集積する中心市街地は、地区の活性化に向けて、にぎわいの創出に向けた整備を促

進します。また、市街地部の空き家や空き店舗等は、空き家バンクや事業者等と連携し、移住・

定住者の誘致や適切な土地の利活用を促進します。 

○丘陵部開発地である東急リゾートタウン勝浦やミレーニア勝浦は、ワーケーションや二地域居住

等の促進を行うとともに、良好な居住環境を維持するための適切な土地利用を図ります。 

○JR興津駅周辺の市街地部や沿岸部の集落地は、津波浸水リスクの高い地区であることから、民

間施設と連携強化を図り、避難体制の充実に努めつつ、適正な土地利用を図ります。 

○市街地部は、津波浸水リスクの高い地区であることから、津波避難ビル等の防災施設として、民

間施設と連携強化を図り、避難体制の充実に努めつつ、立地適正化計画の策定に向けて安全な

土地への居住誘導に向けた適正な土地利用を図ります。 

○美しい鵜原海岸と守谷海岸、それらを望む岬、緑豊かな斜面林等の魅力を活かした多目的なレ

クリエーション機能の充実を図るとともに、自然環境の保全を図ります。また、行川アイランド跡

地は、地区経済の活性化に向けて、アクセスの良さと自然環境と調和する魅力的な開発用地と

して、適正な土地の利活用を促進します。 

 

◆　道路・交通体系の方針 

○国道 128 号は隣接市町や地区拠点間とつながる広域交通ネットワークを活かして、商業や観

光業、地域医療・福祉、地域間交流、防災機能等での連携強化を図ります。 

○国道 128 号は緊急輸送道路に指定されていますが、土砂災害特別警戒区域や津波浸水想定区

域等が指定されており、関係機関と連携し、災害時の緊急輸送道路の安全確保を促進します。 

○市民の生活に密接する生活道路は、子どもから高齢者等が安全・安心に利用できる歩行者空間

や外灯の整備推進を図ります。 

○市内の観光周遊促進に向け、観光客や来訪者の利便性の向上を図るため、興津地区の魅力あ

る観光資源やまちなみ等を回遊する観光交通として、自転車・歩行者ネットワークを構築すると

ともに、安全確保に努めます。また、観光施設等と連携した観光モデルプランの作成を推進しま

す。 

○市営駐車場は、観光振興に向けて、適正かつ効率的な運営に向けて事業者等と連携強化を図り

ます。また、民間企業と連携して低未利用地を駐車場等としての活用を促進します。 

○子どもから高齢者など誰もが利用できる重要な移動手段である公共交通ネットワーク（鉄道、

バス、デマンドタクシー等）の利便性の向上を図ります。また、モビリティ・マネジメントの推進と

して、公共交通の利用促進に向けた乗り方教室の活動や PR 活動等を推進します。 

○駅やバス停、歩道、情報案内板等は、誰もが利用しやすく、わかりやすさに配慮するため、関係

機関と連携してユニバーサルデザインの整備を推進します。 
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◆　その他都市施設（公園・緑地、河川・供給処理施設等）の方針 

○丘陵部の住宅開発地に位置する公園は、緑あふれるやすらぎの空間として、維持管理を推進し

ます。 

○鵜原理想郷等の公園・緑地とそれをつなぐ緑の交流ネットワークでは、透明度が高い澄んだ海

と様々な海浜動植物が生息し、多くの観光客も多く訪れるため、魅力を守るための維持管理と

うるおいのある空間に親しむことのできる憩いの場の整備に向けた連携強化を図ります。また、

海岸沿いの眺望の良さと四季の変化を活かした観光周遊を推進するため、県と連携して遊歩

道等の適正な維持管理を図ります。 

○安全・安心に暮らせるまちづくりに向けて、防災機能を有する広場の整備検討を図ります。 

○興津地区と鵜原地区の都市下水路の適切な維持管理に努めつつ、丘陵部開発地やその他の地

区では、合併処理浄化槽の普及を促進し、自然環境の保全や水質保全等を推進します。 

 

◆　景観の方針 

○鵜原理想郷から興津海水浴場一帯は、リアス式海岸の変化に富んだ素晴らしい眺望景観の保全

に配慮します。 

○興津漁港や鵜原漁港、守谷漁港、浜行川漁港、大沢漁港周辺の漁業集落地は、昔ながらの漁村

景観を維持しつつ、自然景観と調和した良好な景観の保全を図ります。 

○八坂神社で行われる鵜原大名行列や興津海岸で行われる灯篭流し等のにぎわいのある地区の

祭りの伝統を守り、にぎわいと歴史のある景観の保全を図ります。 

 

◆　自然環境の方針 

○興津海水浴場や鵜原海水浴場等の沿岸部は、良好な海浜環境の保全・維持に努めつつ、生態系

に配慮した適切な保全を図ります。 

○丘陵部の斜面林等は、美しい景観や水源涵養機能等の多様な機能を有することから、良好な自

然環境の保全を図ります。 

○沿岸部は、海洋レクリエーションや海の自然・生物を活かした体験型の観光振興を推進しつつ、

ブルーフラッグの継続取得に向けて、良好な海浜環境を保全するために適切な保全に努めます。 

○興津地区の漁場は、豊かな生態系によって恩恵を受けており、今後は持続可能な漁業や地区の

環境保全の観点からブルーカーボンの取組に努めます。 

 

◆　防災の方針 

○延宝房総沖地震や相模トラフ沿いの地震等に匹敵する地震の発生による浸水被害が想定され

ることから、関係機関と連携しながら、避難施設等の確保や避難路の整備を促進します。また、

市民や観光客の安全確保に向けて、垂直避難や高台避難等を促進するため、民間施設との連携

強化を働きかけます。 

○国道 128 号沿道や沿岸部は、土砂災害特別警戒区域や津波浸水想定区域等が指定されており、

関係機関と連携し、災害時の緊急輸送道路の安全確保を推進します。 

○興津市街地部は、狭い道路と木造住宅が多いことから、住宅に関する相談体制を充実させ、旧

耐震基準である木造住宅の耐震化や不燃化促進を図ります。また、興津市街地の沿岸部から内

陸部への避難経路について、鉄道が市街地を横断していることから、避難経路が限られるため、

安全な避難路・避難所の安全確保に向けて整備検討を進めます。 
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○高齢者等の要配慮者の安全確保に向けて、避難場所や津波避難ビルへの事前避難の誘導を地

区と連携して行うとともに、避難路・避難場所のバリアフリー化を図ります。 

○平常時より、地区における防災活動を通して、防災知識の醸成や防災体制の構築、自主防災組

織の育成強化、ハザードマップの周知、事前復興まちづくりを踏まえた避難訓練等を図ります。

また、防災無線の不感地帯の解消に努めつつ、防災アプリや防災行政メール等を活用し、災害

時の情報体制の強化を図ります。 

○活用可能な空き家は、空き家バンクや関連事業者と連携し、空き家の利活用や流通促進を図り

ます。また、管理不全空き家や特定空き家は、市民と連携して把握に努めるとともに、市街地の

安全確保に向けて適正な対応に努めます。 
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４.上野地区 

１）上野地区の現況 

 項目 概要

 人口等 ○上野地区の人口は、令和２年に 2,022

人、768 世帯となり、全市のうち人口が

11.8％、世帯が 9.4％を占めています。 

○10 年間の変化では、人口が 14.4％、世

帯数が 4.8％減少しています。 

○高齢化率（老年人口比率）は 49.6％

と全市平均（43.4％）を上回る状況

であり、千葉県の高齢化率 27.2％

より 22.4％上回っています。 

199 157 125 

1,305 
1,116 

885 

835 
993 

992 

2,339 2,266 

2,002 

807 800 768 

35.7%

43.8%

49.6%

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

平成22年 平成27年 令和２年

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

15歳未満 15～64歳

 土地 

利用

○夷隅川の南側が都市計画区域に指定されています。 

○夷隅川や古新田川等の川沿いに農地が分布しており、夷隅川より北側の大部分が国有

林等で占められています。 

○農地の中には耕作放棄地がありますが、農地の活用に向けて土地改良事業等を進めて

います。 

○主要地方道天津小湊夷隅線沿道の上野小学校周辺の市街地では、保育所や郵便局、集

会所等の公共施設が集積し、他にも住宅や小規模店舗、事務所等が立地しています。 

○勝浦地区と興津地区とつながる上野地区北東部の主要地方道天津小湊夷隅線沿道で

は、旧北中学校跡地のグラウンドや小学校跡地を活用した荒川テニスコート、特別養護

老人ホーム緑風苑等があります。

 道路・

交通

○総野地区から上野地区の南側を経由して隣接市町を東西方向に結ぶ主要地方道天津

小湊夷隅線があります。 

○興津市街地と国道 128 号を結び、北部の大多喜町につながる県道勝浦上野大多喜

線、勝浦ダムを経由して大多喜町の養老渓谷方面を結ぶ県道小田代勝浦線の幹線道路

があります。 

○勝浦中心市街地と上野地区を結ぶ市道勝浦荒川線、鵜原方面を結ぶ市道鵜原荒川線が

あります。 

○公共交通機関として、デマンドタクシーが運行されています。

 その他

都市 

施設

○夷隅川及び支川が流れています。

 防災 ○津波浸水の恐れがなく、山間部の固い地盤が特徴です。 

○夷隅川及び支川の氾濫対策として、河川整備を推進しています。

 地区資

源等

○200 年続いてきた吉野酒造や上野村の大椎、慈眼寺の大カヤ等の四季折々の自然が

楽しめる地区資源があります。 

○地区内の北部に国有林等、住宅地周辺に農地が広く分布しています。 

○地区の特産品として、勝浦産こしひかり等があります。

 地区の

意向

・将来イメージ 

 

・居住地に望むこと 

 

・土地利用の課題 

・道路交通体系の課題 

：日常生活の利便性が良く、災害に強く誰もが安全・安心に暮ら

せる地域 

：公共交通の充実、働く場の充実、道路の整備 

：住宅地・集落地に生活利便施設の立地を誘導し、コンパクトな

まちづくりを誘導 

：狭い道路の整備、公共交通の充実、外灯の整備 

：自然を活かした公園や身近な公園・広場の整備、緑道の整備 

（人）
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 ・公園・緑地等の整備 

・防災に対する備え

：狭い道路の整備・解消、避難地・避難路の整備、建築物の不燃

化・耐震化

上野地区現況図
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２）上野地区の課題 

◆上野地区交流拠点の生活環境の低下 

○上野地区の市街地は、主要地方道天津小湊夷隅線の沿道に広がっており、教育施設や商業施設、

集会所等の都市施設が整備されています。しかし、公共交通はデマンドタクシー等に限られてお

り、高齢者や子育て世帯等が日常的に利用できる徒歩圏での商業店舗の立地や交通利便性の

維持・充実といった生活環境の低下への対策が求められます。 

○高齢化に伴い、免許の自主返納の社会潮流が推進されている中、上野地区は農業集落地として

自家用車の運転も多く、生活道路が狭いことや公共交通がデマンドタクシーに限定されるから、

安全確保に向けた道路整備と車での移動に依存せざるを得ない市民の日常生活の利便性向上

が求められます。 

 

◆農業の担い手不足と耕作放棄地等の活用不足 

○上野地区は、夷隅川付近一帯に田園と農業集落地が形成されています。今後も農業集落地の機

能や地区のつながりの維持に向けて、農業基盤の整備による農業の振興や観光交流での利活

用、田園景観の保全等が求められます。 

○農家の後継者不足や農業の担い手不足により、耕作放棄地が増加しています。優良農地を保全

しつつ、農家の育成や新規就農者の確保が求められます。 

 

◆歴史ある寺社等の観光資源の活用不足 

○県指定天然記念物である寂光寺の「上野村の大椎」等や天保年間（1830 年）から受け継がれて

きた老舗酒造「吉野酒造」、緑豊かな森林等の観光資源があります。しかし、市内を訪れる観光

客の多くは、勝浦地区や興津地区に集中し、上野地区を訪れる人は少なく、歴史ある寺社や緑

豊かな里山環境を活かした観光地としての活用が求められます。 

○勝浦ダム周辺は、市民や来訪者の憩いの場や交流の場等としての活用の検討が求められます。 
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３）上野地区のまちづくりの将来像と整備方針 

自然の恵みと地域のぬくもりがつながる、 

子どもにやさしい里山暮らしの地区づくり 
 
 

◆　豊かな緑の中で子育てをし、安全で快適に暮らせる生活環境の維持 

○上野地区の北部は、広葉樹林が広がる国有林等と千葉県最大の流域面積を持つ夷隅川が流れ

ており、こうした豊かな緑とうるおいのある環境と調和しています。上野地区交流拠点では、市

民が安全で快適に暮らせるように、商業施設や福祉施設、教育施設、生活道路等の都市機能増

進施設を維持し、コンパクトな交流拠点として生活環境の維持を図ります。 

○上野地区交流拠点では、豊かな農作物の産地として、農業を活かした小規模店舗の維持・誘致

を促進し、働く場の創出や農業従事者の確保とともに生活環境の維持を図ります。 

○上野地区は、山間部の固い地盤と防災の安全性の観点、興津地区の市街地の近接性を踏まえ、

子育て世帯が緑豊かな環境の中で安心して快適に暮らせる場所を目指します。 

 

 

 

◆　のどかな田園景観の保全と農業体験等を活かした観光レクリエーション地としての機能強化 

○主要地方道天津小湊夷隅線一帯は、自然豊かな環境とのどかな田園景観の保全を進めつつ、

温暖な気候とともに育まれる農地を活かし、グリーンツーリズムをはじめとした観光レクリエー

ションを推進し、農地の利活用と新規就農者の獲得を目指します。 

 

 

 

◆　歴史ある観光資源やうるおいのある景観を活かしたまちづくり 

○地区経済の活性化に向けて、歴史ある寺社やうるおいのある田園景観を活用し、観光周遊や特

産品を PR し、観光産業の活性化を目指します。 

 

 

 

 

目標１ 目標 4

目標 2 目標 3 目標 5

目標 2 目標 3
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上野地区まちづくり方針図
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４）上野地区の分野別の方針 

◆　土地利用の方針 

○上野地区の市街地では、福祉施設や子育て支援施設、集会所等が集積した市街地環境を維持し、

市民が便利で快適に暮らせる生活環境の維持を図ります。また、農業集落地において、田園環

境の保全に努めつつ、二地域居住の促進と新規就農者の獲得等に向けて、空き家の利活用や

耕作放棄地の利活用を推進し、集落地の居住環境の維持と適切な土地利用に努めます。 

○農業集落地は、生産性向上に向けた農業基盤整備やグリーンツーリズムを推進し、農業の振興

と優良農地の保全を図ります。また、耕作放棄地の発生抑制にも努め、既存の耕作放棄地を市

民農園や花畑での利活用を促進し、地域交流の場として活用を促します。 

○地区の北部に位置する森林は、中山間ふるさと・水と土保全対策事業を活用して、緑豊かな自

然環境の保全を図るとともに、良好な里山景観の保全を図ります。 

○勝浦ダム周辺は、整備されている遊歩道や豊かな自然環境を活かしたレクリエーション地等と

しての有効利用を検討します。 

 

 

◆　道路・交通体系の方針 

○主要地方道天津小湊夷隅線は、隣接市町や地区間とつながる広域交通ネットワークを活かし、

商業や観光業、地域医療・福祉、地域間交流、防災機能等での連携強化を図ります。 

○市民の生活に密接する生活道路は、子どもから高齢者等が安全・安心に利用できる歩行者空間

や外灯の整備推進を図ります。 

○子どもから高齢者など誰もが利用できる重要な移動手段である公共交通ネットワーク（デマン

ドタクシー等）の利用促進と運行維持を図ります。 

 

◆　その他都市施設（公園・緑地、河川・供給処理施設等）の方針 

○勝浦ダム周辺とそれをつなぐ緑の交流ネットワークでは、観光周遊の場として、既存施設を活か

しながら緑地の維持管理を行いつつ、関係機関と連携して整備を促進します。 

○荒川テニスコートのほか、学校跡地を活用したレクリエーション施設は、市民の健康増進や地域

交流の場としてスポーツ・レクリエーション機能の維持に努めます。 

○夷隅川及びその支川は、自然災害に備えつつ治水安全性の向上を目指した河川整備と改修を

促進します。また、水質保全と水質浄化に向けて、合併処理浄化槽の普及に努めます。 

○夷隅川付近は、緑豊かな自然とのふれあいの場や美しい景観を備えた地区のシンボルとして、

治水安全性を確保しつつ河川空間や自然軸としての保全・活用を図ります。 

 

◆　景観の方針 

○歴史ある景観として、寺社や酒造等の古くから続くまちなみの保全と活用に向けて、連携を図

ります。 

○夷隅川周辺に広がる田園と農業集落地は、グリーンツーリズムの推進に向けて、里山景観の保

全を推進します。また、グリーンツーリズムによって、勝浦の温暖な気候と自然環境、地区の農

産物等の魅力を体験し、二地域居住や自然の中での子育て等の多様なライフスタイルを発信し、

地区振興を図ります。 
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◆　自然環境の方針 

○上野村の大椎が有名な寂光寺等の歴史的資源周辺は、まちなみや自然環境等を保全しつつ、観

光資源として活用を図ります。 

○山間部の森林は、美しい里山景観や水源涵養機能等の多様な機能を有することから、良好な自

然環境の保全を図ります。 

○山間部の森林をはじめ、緑豊かな自然環境を適切に維持し、保全するために森林環境譲与税等

の活用を図ります。 

 

◆　防災の方針 

○山間部の一部は、土砂災害特別警戒区域等が指定されており、関係機関と連携し、災害時の市

民の安全確保を推進します。 

○市民の安全確保に向けて、住宅に関する相談体制を充実させ、旧耐震基準である木造住宅の耐

震化や不燃化促進を図ります。 

○夷隅川及び勝浦ダムによる水害等から市民の安全を確保するため、水害対策をはじめとした防

災対策の強化等に努めます。 

○平常時より、地区における防災活動を通して、防災知識の醸成や防災体制の構築、自主防災組

織の育成強化、ハザードマップの周知、事前復興まちづくりを踏まえた避難訓練等を図ります。

また、防災無線の不感地帯の解消に努めつつ、防災アプリや防災行政メール等を活用し、災害

時の情報体制の強化を図ります。 

○活用可能な空き家は、空き家バンクや関連事業者と連携し、空き家の利活用や流通促進を図り

ます。また、管理不全空き家や特定空き家は、市民と連携して把握に努めるとともに、市街地の

安全確保に向けて適正な対応に努めます。 
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分野別方針図（土地利用）
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分野別方針図（道路・交通体系）



120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別方針図（その他都市施設）
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分野別方針図（景観）
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分野別方針図（自然環境）
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分野別方針図（防災）
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５.総野地区 

１）総野地区の現況 

 項目 概要

 人口等 ○総野地区の人口は、令和２年に

2,849 人、1,218 世帯となり、全市

のうち人口が 16.8％、世帯が

14.9％を占めています。 

○10 年間の変化では、人口が

18.5％、世帯数が 6.7％減少してい

ます。 

○高齢化率（老年人口比率）は 46.6％

と全市平均（43.4％）を上回る状況

であり、千葉県の高齢化率 27.2％よ

り 19.4％上回っています。

271 205 176 

1,964 
1,703 

1,345 

1,262 
1,303 

1,328 

3,497 
3,211 

2,849 

1,306 1,277 1,218 

36.1%
40.6%

46.6%

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

平成22年 平成27年 令和２年

0.0%

7.0%

14.0%

21.0%

28.0%

35.0%

42.0%

49.0%

56.0%

15歳未満 15～64歳

65歳以上 世帯数

 土地 

利用

○勝浦地区に面する一部が都市計画区域に指定されています。 

○国道 297 号と主要地方道天津小湊夷隅線の交差部にある市街地では、駐在所や保育

所、郵便局、集会所等の公共施設が集積し、他にも住宅や小規模店舗、事務所、工場、ゴ

ルフ場、キャンプ場等が立地しています。 

○地区のほとんどが自然的土地利用として山林が占めており、夷隅川とその支川沿いに

農地と集落地が分布しています。

 道路・

交通

○北部の大多喜町から勝浦地区の中心市街地までを結ぶ国道 297 号、南西部の鴨川市

と北東部のいすみ市方面を結ぶ主要地方道天津小湊夷隅線と県道勝浦布施大原線、市

道松野中倉市野川線、御宿町と国道２９７号を結ぶ県道上布施勝浦線があります。 

○国道 297 号の松野バイパスは第２工区が開通し、他の工区の整備が進められています。 

○公共交通機関として、小湊鉄道による路線バスが運行しており、一部地区では、デマン

ドタクシー等が運行され、マイカー乗り合い公共交通サービスの実証運行も開始されて

います。

 その他

都市 

施設

○夷隅川及び支川が流れています。

 防災 ○津波浸水の恐れがなく、山間部の固い地盤が特徴です。 

○国道 297 号が緊急輸送道路に指定されています。 

○夷隅川及び支川の氾濫対策として、河川整備を推進しています。 

○農業用ため池の決壊に対するハザードマップを作成し、公表しています。

 地区資

源等

○地区内の観光施設として、ゴルフ場や JAXA 勝浦宇宙通信所等があります。 

○歴史と四季を感じさせる歴史的資源として、大楠が有名な真福寺や彩り鮮やかな紫陽

花が有名な妙提寺等の寺社があります。 

○地区内に広く分布する森林は、東西の一部に国有林等が指定されています。緑豊かな

森林は、産業資源や観光レクリエーション資源としてキャンプ地等に活用されており、勝

浦地区の中心市街地にも近いことから、観光交流の場として親しまれています。 

○地区の特産品として、勝浦タンタンメン等を目当てに観光客が訪れています。

 地区の

意向

・将来イメージ 

 

・居住地に望むこと 

・土地利用の課題 

 

：日常生活の利便性が良く、災害に強く誰もが安全・安心に暮ら

せる地域 

：公共交通の充実、働く場の充実、良好な農地の保全 

：田園地域の郊外に住宅地を開発し、幹線道路や中心地に生活

利便施設の立地を誘導する 

（人）
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・道路交通体系の課題 

・公園・緑地等の整備 

・防災に対する備え

遊休農地等を市民・観光農園等で利活用を促しつつ、優良農

地を保全 

：外灯の整備、公共交通の充実、狭い道路の整備 

：身近な公園・広場の整備、緑道の整備、スポーツ施設等の整備 

：避難地・避難路の整備、狭い道路の整備・解消、建築物の不燃

化・耐震化

総野地区現況図
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２）総野地区の課題 

◆広域交通を活かした生活環境づくりの不足 

○都市部とつながる国道２９７号沿道は、生活環境として医療・福祉施設、集会所等の都市施設が

整備されています。しかし、国道２９７号沿道に集客・商業施設が少ないため、市民の多くは勝浦

地区や隣接市町へ行くこととなり、生活利便性の充実と持続可能な地区づくりが求められます。

都市部とつながる広域交通や点在するレジャー施設等を活かすため、地区の特産品やレジャー

用品、日用品等を販売する商業施設の誘致検討を進めつつ、高齢者から子育て世帯まで日常的

に利用できる生活環境の維持・充実を目指した地区経済の活性化が求められます。 

○国道２９７号は、災害時の避難や救助、物資輸送等のために重要な役割を持つ緊急輸送道路と

して指定されており、災害時における重要な広域ネットワークとなっています。特に、勝浦地区

と興津地区の市街地部や集落地は、地震とともに津波の被害が想定され、津波浸水の影響が懸

念される国道１２８号に代わり、都市部とつながる広域交通を活かした防災機能の充実と安全

の確保に向けて関係機関との連携も求められます。 

○高齢化に伴い、免許の自主返納の社会潮流が推進されている中、総野地区は農業集落地として

高齢者等による自家用車の運転も多く、生活道路が狭いことや路線バスの経路が限定されて

いることから、安全確保に向けた道路整備と高齢者等の代替交通の充実等が求められます。 

 

◆耕作放棄地や森林の未利用地の活用不足 

○人口減少と少子高齢化に伴い、農業の担い手不足と就農者の高齢化が進行しており、耕作放棄

地の増加が懸念されています。このため、後継者の育成や新たな就農者の確保等による夷隅川

付近に広がる良好な農地の保全及び耕作放棄地の活用が求められます。 

○総野地区北部に広がる国有林等は、水源涵養機能や土砂災害防止機能等を有しており、地区の

安全確保に向けて、森林の保全が求められます。また、緑豊かな森林と田園景観が広がる良好

な里山環境が形成されており、これらを活用したレクリエーション機能の充実により地区経済の

活性化が求められます。 

 

◆空き家・建物の老朽化の進行と活力の低下 

○総野地区は、農業集落地として木造の持ち家が多く、また人口流出と少子高齢化に伴い、空き

家の増加と建物の老朽化が懸念されています。特に、緊急輸送道路に指定されている国道２９

７号沿道の安全確保は、被災後の復旧・復興活動に影響を与えることから、関連機関と連携した

安全確保とその対策が求められます。 

○総野地区は、広大な敷地を有しており、松野バイパスが一部開通しました。今後、松野バイパス

の残り区間の完成に伴い、周囲の開発や働く場の創出が進むことで、沿道への適正な土地利用

が求められます。 
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３）総野地区のまちづくりの将来像と整備方針 

里山と夷隅川のめぐみが息づく、 

のどかな暮らしとにぎわいのある交流が広がる地区づくり 
 
 

◆広域交通を活かした勝浦市北側の玄関口にふさわしい生活環境の機能強化と産業振興 

○国道 297 号や松野バイパス等の広域交通軸を活かし、北側の玄関口にふさわしい総野地区の

拠点として、都市機能増進施設を維持しつつ、産業振興を図り、地区経済の活性化とにぎわい

の創出を目指します。 

○総野地区交流拠点では、勝浦地区や上野地区と広域交通でつながっていることから、市の玄関

口としてのどかな気候とともに成長する豊富な農産物が体験できる里山暮らしや青い海と美し

い眺望景観を体験できるレクリエーション機能等の地区の観光循環を図るためのネットワーク

拠点等としての活用を目指します。 

 

 

 

◆緑豊かな里山環境を活用したレクリエーション地の機能強化 

○温暖な気候と緑豊かな森林、夷隅川によって育まれる田園地が調和する里山環境を活かし、グ

リーンツーリズム等のレクリエーション地として、海水浴以外の新たな観光ニーズに適応したの

どかな時間を過ごすことのできるレクリエーション機能の充実を目指します。 

 

 

 

◆広域交通と地形を活かし、安全・安心に暮らせるまちづくり 

○総野地区は、都市部とつながる国道 2９７号と山間部の固い地盤が特徴です。これらの広域交

通と地形を活かし、災害時の防災拠点としての機能を強化し、安全・安心に暮らせるまちづくり

を目指します。 

 

 

 

 

目標１ 目標 2

目標 2 目標 3

目標 4 目標 5
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総野地区まちづくり方針図
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４）総野地区の分野別の方針 

◆　土地利用の方針 

○総野地区の市街地では、商業施設やスポーツ施設、集会所等が集積した市街地環境を維持し、

広域交通軸を活かした便利で快適に暮らせる生活環境の維持を図ります。また、農業集落地に

おいて、田園環境の保全に努めつつ、二地域居住の促進と新規就農者の獲得等に向けて、空き

家の利活用や耕作放棄地の利活用を推進し、集落地の居住環境の維持と適切な土地利用に努

めます。 

○国道 297 号沿道の幹線道路付近を沿道にぎわい創出ゾーンとして、広域交通の要衝を活かし

た産業集積や集落地の生活環境の維持、観光交流等での活用検討を図り、都市機能増進施設

が分散しないように、適正な土地利用を図ります。 

○農業集落等は、生産性向上に向けた農業基盤整備やグリーンツーリズムを推進し、農業の振興

と優良農地の保全を図ります。また、農業集落地は、耕作放棄地の発生抑制にも努め、既存の

耕作放棄地を市民農園や花畑での利活用を促進し、地域交流の場として活用を促します。 

○山間部の森林は、中山間ふるさと・水と土保全対策事業を活用して、緑豊かな自然環境の保全

を図るとともに、良好な里山景観の保全を図ります。 

 

◆　道路・交通体系の方針 

○国道 297 号及び主要地方道天津小湊夷隅線、松野バイパス等が交差する広域交通ネットワー

クを活かし、商業や観光業、地域医療・福祉、地域間交流、防災機能等での連携強化を図ります。 

○市の観光交通の玄関口として、観光交通の渋滞解消や広域交通の利便性向上を図るため、国道

２９７号松野バイパスの開通に向けて、関係機関と連携し、引き続き整備を促進します。 

○市民の生活に密接する生活道路は、子どもから高齢者等が安全・安心に利用できる歩行者空間

や外灯の整備推進を図ります。 

○子どもから高齢者など誰もが利用できる重要な移動手段である公共交通ネットワーク（バス、デ

マンドタクシー等）の利用促進と運行維持を図ります。また、総野地区の一部において、マイカー

乗り合い公共交通サービスの実証運行も開始され、新たな公共交通サービスとして利用を促進

します。 

 

◆　その他都市施設（公園・緑地、河川・供給処理施設等）の方針 

○緑地では、市民の健康増進やニーズを踏まえ、スポーツ・レクリエーション機能等を有した施設

活用等を検討します。 

○夷隅川及びその支川は、自然災害に備えつつ治水安全性の向上を目指した河川整備と改修を

促進します。また、水質保全と水質浄化に向けて、合併処理浄化槽の普及に努めます。 

○夷隅川付近は、緑豊かな自然とのふれあいの場や美しい景観を備えた地区のシンボルとして、

治水安全性を確保しつつ河川空間や自然軸としての保全・活用を図ります。 

 

 

 

 

 



130

◆　景観の方針 

○市の玄関口である総野地区の地区交流拠点は、広がる田園地とまちなみが調和した、魅力的な

質の高い市街地景観の形成を推進します。 

○夷隅川周辺に広がる田園と農業集落地は、グリーンツーリズムの推進に向けて、里山景観の保

全を推進します。また、グリーンツーリズムによって、勝浦の温暖な気候と自然環境、地区の農

産物等の魅力を体験し、二地域居住や自然の中での子育て等の多様なライフスタイルを発信し、

地区振興を図ります。 

 

◆　自然環境の方針 

○美しい里山景観と豊かな自然環境の魅力を活かした温泉施設、キャンプ地等のレクリエーショ

ン機能を充実するため、自然環境の保全とともに広大な森林資源の活用を図り、地区経済の活

性化と観光資源として活用を図ります。 

○市指定の天然記念物大楠がある真福寺や紫陽花と彼岸花が美しい妙提寺は、緑豊かで四季

折々の花が美しい自然環境を活用し、観光資源として活用を図ります。 

○山間部の森林は、美しい里山景観や水源涵養機能等の多様な機能を有することから、良好な自

然環境の保全を図ります。 

○山間部の森林をはじめ、緑豊かな自然環境を適切に維持し、保全するために森林環境譲与税等

の活用を図ります。 

 

◆　防災の方針 

○国道 297 号は、都市部とつながる緊急輸送道路であるため、沿道建築物の耐震化による経路

の確保を促進します。また、山間部の一部は、土砂災害特別警戒区域等が指定されており、関係

機関と連携し、災害時の市民の安全確保を促進します。 

○市民の安全確保に向けて、住宅に関する相談体制を充実させ、旧耐震基準である木造住宅の耐

震化や不燃化促進を図ります。 

○水害その他の災害等から市民の安全を確保するため、防災重点農業用ため池の改修や付帯施

設の整備等を推進します。 

○平常時より、地区における防災活動を通して、防災知識の醸成や防災体制の構築、自主防災組

織の育成強化、ハザードマップの周知、事前復興まちづくりを踏まえた避難訓練等を図ります。

また、防災無線の不感地帯の解消に努めつつ、防災アプリや防災行政メール等を活用し、災害

時の情報体制の強化を図ります。 

○活用可能な空き家は、空き家バンクや関連事業者と連携し、空き家の利活用や流通促進を図り

ます。また、管理不全空き家や特定空き家は、市民と連携して把握に努めるとともに、市街地の

安全確保に向けて適正な対応に努めます。 
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分野別方針図（土地利用）
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分野別方針図（道路・交通体系）
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分野別方針図（その他都市施設）
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分野別方針図（景観）
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分野別方針図（自然環境）
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分野別方針図（防災）
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第４章　 

都市づくりの推進方策 
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第４章　都市づくりの推進方策 
１.推進に向けた基本的な考え方 

人口減少や少子高齢化が進行し、市民のニーズが多様化する中で、都市の将来像を実現するた

めには、市民や事業者、行政等の多様な主体と協働して都市づくりを進める必要があります。 

そのため、市民や事業者、行政等が目標や課題を共有し、それぞれが持ちうる知識や経験等を

活かし、協力して都市づくりを進め、地区ごとに特徴や魅力ある都市づくりを進めていきます。 

 

◆多様な主体が連携したまちづくり活動の支援 

○市民や事業者等と連携したまちづくり活動に対して、行政は総合的な支援体制を検討し、人材

育成やアドバイス等により、これらの活動を支援します。 

○小中学校や高校、大学と連携し、生徒や学生がまちの魅力や課題について、対話やアンケート調

査への参加等を通じて、勝浦の次世代を担う者として、まちづくりへの参画や話し合いの機会

の創出を促します。 

○市民等がより主体的に都市計画に関わるための制度である都市計画提案制度の活用を推進し、

まちづくりや都市計画に対する市民の関心を高め、主体的かつ積極的なまちづくりへの参画を

促します。 

■市民、事業者、行政等の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 市民の 

役割

まちづくりの主役として、主体的に進めていくとともに、地区や市全体について

考え、よりよいまちづくりの実現のために必要な活動を積極的に行います。 

まちづくりの担い手として、地域活動への参加をはじめ、意見交換会や市民説

明会等に参加し、議論し合意形成を図りながら、行政等と一体となったまちづくり

を行います。

 事業者、

NPO 等

の役割

事業者・NPO 等においては、事業活動や地域での活動等を通して、地域経済の

活性化に貢献するとともに、市民との協力関係を構築し、まちづくり活動への積

極的な参加、協力を行います。

 行政の 

役割

行政は、長期的・総合的な視点から都市計画の立案、各種事業の計画を多様な

主体と連携し、効率的・効果的に進めます。 

まちづくりの必要性や実施方法等について情報提供を行い、市民、事業者、

NPO 等と情報を共有化し、協働してまちづくりに参加する機会を設けます。

まちづくり

市民

事業者 

NPO 等
行政

●地域経済の活性化 

●まちづくりの参加・協力
●都市計画の立案・計画 

●協働してまちづくりに 

参加する機会の創出

●まちづくりの主役 

●まちづくりの担い手
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◆地区の特性に応じたまちづくり 

○各地区のまちづくりの方針に応じて、多様な主体が連携してまちづくりが展開できる仕組みづ

くりを検討し、地区コミュニティの醸成を図ります。 

○勝浦市の魅力であり、地域資源でもある海や農水産物、食資源等の地場産業の活性化を図りつ

つ、市民や移住・定住者等のニーズに合った居住環境の整備や改善、観光地である臨海部の眺

望景観と自然環境の保全等、市の魅力や課題に対応したまちづくりを進めます。 

○医療、高齢者福祉については、医療機関や福祉施設等の関係機関と連携ネットワークを強化し、

住まい、医療、介護、生活支援等を一体的に提供する地域包括ケアシステムの整備を推進します。 

○子育て支援や学校教育については、こども家庭センターや関係機関と連携を強化し、子どもと

家庭への支援の充実や相談体制の充実、教育施設の長寿命化等の安全・安心な環境づくりに努

めます。 

 

◆地区での取組の例   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆取組の流れ 

 

 

◆官民連携による公共空間や遊休資産の活用の促進 

○公共施設の跡地や低未利用地については、適正な土地利用に努めつつ、地域交流拠点や観光

交流拠点等を検討し、企業や市民等と連携して地域活性化に向けた整備を促進します。 

○公共空間への防災機能の導入として、防災訓練として非常時の動作確認を行う体験イベントの

開催等を検討し、子どもから大人まで日頃から防災・減災の意識醸成の機会の創出を促します。 

 

 市民・事業者等 行政

 ◆まちづくりを考える（Plan） 

　　・まちについて知る、ルール作り

◆まちづくりを計画する（Plan） 

　　・計画づくり、計画の PR

 ◆まちづくりの実践（Do） 

　　・避難訓練、地区の清掃、景観づくり

◆取組施策の実践（Do） 

　　・インフラ等の整備、活動支援等

 ◆まちづくりを見直す（Check） 

　　・アンケート回答、協議会の参加

◆取組施策を見直す（Check） 

　　・目標値の確認、内容の見直し等

 ◆まちを改善する（Action） 

　　・良い点・悪い点を見直し、考える

◆まちづくりを改善する（Action） 

　　・良い点は継続、悪い点の改善案等

 
・自治会・協議会等（事業補助等） 
・勝浦朝市（ルール作成等） 
・ブルーフラッグ（環境保全、事業補助等） 
・景観保全（景観計画策定等） 
・地区清掃（沿道緑化、沿道清掃の事業補助等）

 
・自治会・協議会等（防災性の向上、地域活性化等） 
・勝浦朝市（朝市出店・景観づくり等） 
・ブルーフラッグ（協議会の開催、環境教育等） 
・景観保全（緑地・自然環境の保全、沿道清掃等） 
・地区清掃（沿道緑化、沿道清掃等）

●●地区の市民・事業者等

行政
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◆まちづくりを先導する重点的な取組の推進 

○限られた財源の中で効率的かつ効果的にまちづくりの施策を展開するため、まちづくりの目標

の実現化に向けた施策を整理します。また、施策に関連するまちづくりの満足度と重要度、施策

の優先度等の観点から、重要な役割を担う主要な施策を重点施策と位置付け、それらの施策に

ついて重点的に取り組みを推進します。 

 

◆都市計画マスタープランの適切な運用 

○都市計画マスタープランは、土地利用、道路・交通体系、公園・緑地等の幅広い分野に渡るもの

であり、総合的かつ一体的なまちづくりを進めるための指針であることから、まちづくりに関連

する関係部署との連携や情報の共有化を進めるとともに、重点施策については、関係部署等が

連携して重点施策の実現に向けて一体的なまちづくりの推進体制の構築等を対応します。 

○都市計画マスタープランの実現を図るため、上位計画である総合計画との整合や社会潮流の変

化等に対応し、定期的にその内容及び達成状況について評価を行うとともに、上位・関連計画

の変更や各地区の意見・要望等に柔軟に対応した見直しを行うものとします。 
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２.実現化に向けた主要施策の取組 
本市の都市の将来像の実現に向けて、限られた財源の中で効率的かつ効果的に進めていく必

要があることから、都市づくりの目標を実現化する上で必要な施策を整理します。 

取組施策は、まちづくりの満足度と重要度、施策の優先度等の観点から、重要な役割を担う施

策を重点施策と位置付け、重点的に取り組みを推進します。 

 

 

 

 目標 1：都市機能を集積した快適に住み続けられるコンパクト・プラス・ネットワークの都市づくり

 ◎…重点施策（優先度高）　○…重点施策（優先度中）　▲…重点施策候補

 

土
地
利
用

◎ ①都市機能増進施設の集積とユニバーサルデザイン導入の推進

 ○ ②集会所と空き家等を活用した地域交流の推進

 ◎ ③地域経済の活性化に向けた港町のにぎわいの創出に向けた企業誘致

 ◎ ④勝浦及び興津商店街の活性化

 ○ ⑤立地適正化計画の策定

 ◎ ⑥ワーケーションや二地域居住等の促進

 ○ ⑦市の玄関口にふさわしい JR 勝浦駅北側の土地活用

 ◎ ⑧沿道にぎわい創出ゾーンへの企業誘致

 

道
路
・交
通
体
系

◎ ⑨国道 297 号松野バイパスの整備

 
○

⑩都市計画道路３・５・７勝浦駅浜勝浦線（国道 128 号以南区間）の整備と臨海プロム 
ナードの形成

 ○ ⑪観光等交流拠点におけるレンタサイクルシステムとサイクリングロードの導入

 ○ ⑫高速バスルート等の再編・充実

 
○

⑬市街地部におけるパークアンドバスライドシステムの導入等による中心部における 
交通混雑の緩和

 ○ ⑭公共交通機関の充実や維持

 ○ ⑮公共交通機関の効率的な運営に向けた連携強化
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【評価指標】 

 

【実現目標期間】 

 

 No. 現況値 目標値

 
① ―

都市機能増進施設の集積・誘致 
ユニバーサルデザインの導入件数

 

② ―

集会所の利用実績 
空き家の利活用実績 
空き家バンク、相談窓口の利用実績

 ③ ― 勝浦港周辺の企業の誘致

 ④ ― 商業地の空き家等に商業施設の立地

 ⑤ ― 立地適正化計画の策定

 ⑥ ― 空き家バンク、相談窓口の利用実績

 ⑦ ― JR 勝浦駅北側の活用にむけた協議開催

 ⑧ ― 関係機関との調整、企業の誘致

 ⑨ ― 松野バイパス整備率

 ⑩ ― 質の高い沿道空間の整備率

 
⑪ ―

サイクリングコース（サイン・標識等の連続性）の整備 
充実

 ⑫ 満足・やや満足の割合　3.1％ 市民アンケート満足度向上

 ⑬ 満足・やや満足の割合　35.3％ 観光客アンケート満足度向上

 ⑭ 満足・やや満足の割合　3.1％ 市民アンケート満足度向上

 ⑮ ― 関係機関との調整

 No. 短期（～5 年） 中期（5～10 年） 長期（10 年～）

 ①

 ② 見直し 完了又は継続

 ③ 継続

 ④ 継続

 ⑤ 見直し

 ⑥ 検討

 ⑦ 検討

 ⑧ 検討 調整

 ⑨

 ⑩

 ⑪ 継続 継続

 ⑫ 継続 継続

 ⑬ 検討

 ⑭ 継続 継続

 ⑮
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【評価指標】 

 

【実現目標期間】 

 

 目標 2：歴史・文化資源や地場産業、観光交流による活気と魅力あふれる都市づくり

 ◎…重点施策（優先度高）　○…重点施策（優先度中）　▲…重点施策候補

 

土
地
利
用

○ ①主要な消費地との流通連携を活かし、地域の水産業や水産加工業等の立地促進

 ◎ ②市の中心核・玄関口としてにぎわいの創出

 ◎ ③地域経済の活性化に向けた港町のにぎわいの創出に向けた企業誘致

 ○ ④勝浦市の魅力を活かしたレクリエーション機能の充実

 ◎ ⑤耕作放棄地を活用した観光交流の推進

 公
園
・
緑
地 

景
観
形
成

◎ ⑥観光等交流拠点における緑の交流ネットワークと駐車場の整備充実等

 ▲ ⑦農地の保全と耕作放棄地等の発生抑制による美しい田園景観の保全・育成

 自
然 

環
境

○ ⑧定住・移住促進に向けたグリーン・ブルーツーリズムの推進

 No. 現況値 目標値

 
①

― 

満足・やや満足の割合　5.9％

勝浦港周辺の企業誘致 

市民アンケート満足度向上

 
② ―

空き家・空き店舗の利活用実績 

総野地区の産業立地検討

 ③ ― 勝浦港周辺の企業誘致

 
④ ―

施設利用者数の推移 

宿泊者数の推移

 ⑤ ― 耕作放棄地の利活用実績

 ⑥ 満足・やや満足の割合　35.3％ 観光客アンケート満足度向上

 
⑦ ―

中山間ふるさと・水と土保全対策事業の活用 

森林環境譲与税の活用

 
⑧ ―

農業・漁業の収穫体験実績 

空き家バンク、相談窓口の利用実績

 No. 短期（～5 年） 中期（5～10 年） 長期（10 年～）

 ① 検討

 ② 継続 継続

 ③ 継続

 ④

 ⑤ 継続 継続

 ⑥ 継続

 ⑦ 継続

 ⑧
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【評価指標】 

【実現目標期間】 

 

 

 目標 3：豊かな自然環境によって形成される景観と多様な交流が育まれる都市づくり

 ◎…重点施策（優先度高）　○…重点施策（優先度中）　▲…重点施策候補

 
道
路
・

交
通 

体
系

○
①都市計画道路３・５・７勝浦駅浜勝浦線（国道 128 号以南区間）の整備と臨海プロ

ムナードの形成（再掲）

 公
園
・

緑
地

◎ ②緑の交流ネットワーク沿道にベンチや休憩所等を整備

 

景
観
形
成

○
③観光等交流拠点における保全に配慮した感動を与えられる眺望ポイント・ルート

の形成

 ○ ④自然環境を活かした散歩道や広場等の活用

 ○ ⑤各地区における緑の交流拠点等の維持・整備

 ○ ⑥にぎわいのある朝市景観の保全・活用

 自
然
環
境

▲
⑦ブルーフラッグ継続に向けて市民や海岸利用者とともに自然環境教育や清掃活

動の連携強化

 ○ ⑧ブルーカーボンへの取組推進による海洋保全の推進

 河
川
・
供

給
処
理

施
設
等

○ ⑨合併処理浄化槽の設置推進による水質改善

 No. 現況値 目標値

 ① H27 年　一部実施　15％ 質の高い沿道空間の整備率

 ② ― 休憩所等の整備

 ③ 整備率 40％ 観光マップ・サイクリングコースの目的地として周知

 
④ ―

クールスポットの整備等 

観光客アンケートの満足度向上

 ⑤ ― 観光客アンケートの満足度向上

 
⑥ ―

景観行政団体への移行検討 

朝市ガイドラインの作成

 ⑦ ― 自然学習教育・清掃活動の実施

 ⑧ ― 藻場保全活動

 ⑨ ― 合併処理浄化槽の整備率 100％

 No. 短期（～5 年） 中期（5～10 年） 長期（10 年～）

 ①

 ② 検討 継続

 ③ 継続 継続

 ④ 検討 調整

 ⑤ 継続 継続

 ⑥ 継続 継続

 ⑦

 ⑧

 ⑨
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【評価指標】 

 

【実現目標期間】 

 

 

 

 

 目標 4：自然災害に強く、安全で安心して暮らせる都市づくり

 ◎…重点施策（優先度高）　○…重点施策（優先度中）　▲…重点施策候補

 土
地 

利
用

○ ①市の玄関口にふさわしい JR 勝浦駅北側の土地活用（再掲）

 
道
路
・

交
通 

体
系

▲ ②歩行者等の安全性の確保に向けた整備

 
公
園
・

緑
地

○ ③多様な機能を有する身近な公園・広場の質の向上と整備検討

 ○ ④防災機能を有する広場等の整備推進

 

防
災

▲ ⑤市民の安全確保に向けた耐震化・不燃化の推進

 ▲ ⑥津波浸水リスクの高い地区の防災施設整備や警戒避難体制の充実

 ▲ ⑦市民の安全確保に向けた道路の整備促進

 ○ ⑧地域防災拠点・広域避難地としての総合的な公園の整備

 ○ ⑨自主防災組織の育成強化と防災訓練の実施

 ◎ ⑩地区の防犯・防災力の向上に向けた空き家の適正な対応

 No. 現況値 目標値

 ① ― JR 勝浦駅北側の活用にむけた協議開催

 ② 満足・やや満足の割合　18.2％ 市民アンケート満足度向上

 ③ ― 公園・広場の長寿命化・維持管理

 ④ ― 広場等の整備に向けた検討

 
⑤ ―

公共施設の耐震化率 

住宅耐震診断・耐震化の補助件数

 ⑥ ― 勝浦地区・興津地区における津波避難訓練の実施

 ⑦ ― 避難路の安全確保と整備

 ⑧ ― 総合公園整備に向けた検討

 
⑨ ―

自主防災組織数 

清掃活動の実施

 ⑩ ― 空き家バンクの登録件数

 No. 短期（～5 年） 中期（5～10 年） 長期（10 年～）

 ① 検討

 ② 継続 継続

 ③

 ④ 検討 調整

 ⑤ 継続

 ⑥ 継続

 ⑦ 継続 継続

 ⑧ 検討 検討

 ⑨ 継続 継続

 ⑩
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【評価指標】 

 

【実現目標期間】 

 

 

 

 

 

 目標 5：多様な主体が協働する都市づくり

 ◎…重点施策（優先度高）　○…重点施策（優先度中）　▲…重点施策候補

 
土
地 

利
用

○ ①耕作放棄地を都市住民や市民・企業等との交流の場としての活用促進

 ○ ②集会所と空き家等を活用した地域交流の推進（再掲）

 ◎ ③市の中心核・玄関口としてにぎわいの創出（再掲）

 自
然 

環
境

▲
④ブルーフラッグ継続に向けて市民や海岸利用者とともに自然環境教育や清掃活

動の連携強化（再掲）

 
防
災

○ ⑤自助・共助・公助による防災意識の向上と防災対策の充実

 ○ ⑥高齢者等の要配慮者避難に向けた避難体制の構築

 ○ ⑦自主防災組織の育成強化と防災訓練の実施（再掲）

 No. 現況値 目標値

 ① ― 耕作放棄地の利活用

 
② ―

集会所の利用実績 
空き家の利活用実績 
空き家バンク、相談窓口の利用実績

 
③ ―

空き家・空き店舗の利活用実績 

総野地区の産業立地検討

 ④ ― 自然学習教育・清掃活動の実施

 ⑤ ― 各地区の避難訓練・防災活動の実施

 
⑥ ―

高齢者等の要配慮者へのかつうらメイトの普及推進、

防災ラジオの活用促進

 
⑦ ―

自主防災組織数 

清掃活動の実施

 No. 短期（～5 年） 中期（5～10 年） 長期（10 年～）

 ① 継続

 ② 見直し 完了又は継続

 ③ 継続 継続

 ④

 ⑤ 継続 継続

 ⑥

 ⑦ 継続 継続
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用語解説 

 

空き家バンク 

各地方自治体等が空き家の情報を Web サイ

トを活用する等により利活用希望者に紹介して

いる取組のこと。 

 

ICT 技術 

「 Information and Communication 

Technology」の略でインターネットを活用し

て、情報収集・伝達、処理を行う情報通信技術

のこと。 

 

合併処理浄化槽 

台所や風呂の生活排水を、し尿と合わせて処

理できる浄化槽のこと。人口密度の比較的低い

地域では公共下水道と比べて設置費が安く、短

時間で設置できるため投資効果が確保し易く

なっている。（単独浄化槽は、水洗トイレの排水

だけを処理する浄化槽のこと。） 

 

カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ

ることで、二酸化炭素をはじめとする温室効果

ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによ

る「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロ

にすること。令和 2 年（2020 年）10 月、政府

は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体

としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指

すことを宣言しています。 

 

緊急輸送道路 

大規模な地震等が起きた場合における救助、

物資の供給、諸施設の復旧など、広範な応急対

策活動を広域的に実施するため、非常事態に対

応した交通の確保を図ることを目的に指定す

る道路です。 

 

グリーンインフラ 

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト

両面において、自然環境が有する多様な機能

（生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気

温上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力あ

る地域づくりを進めること。 

 

グリーン・ブルーツーリズム 

緑豊かで海が広がる農山漁村の民宿等に滞

在し、地域の農水産業や文化、自然を体験した

り、地元の人々との交流を行ったり、楽しむ余

暇活動のこと。日帰りできる農漁業体験や直売

所等での地産地消の取組等も幅広く含みます。 

 

 

 

景観行政団体 

景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を

図るなど、景観行政を担う自治体のこと。 

 

景観コントロール 

周囲の環境と調和するように、建築物や屋外

広告物等の形態や意匠、色彩等を調整し、良好

な景観を形成・維持すること。 

 

公共交通空白地域 

公共交通の便利さの指標の一つで、駅やバス

停が一定の距離の範囲内にない地域のこと。 

 

耕作放棄地 

以前耕作していた土地で、過去 1 年以上作物

を作付け（栽培）せず、この数年の間に再び作付

け（栽培）する意志のない土地のこと。 

 

交流人口 

通勤・通学、買い物、文化鑑賞・創造、学習、習

い事、スポーツ、観光、レジャー、など様々な目

的でその地域を訪れる人のこと。 

 

コンパクト・プラス・ネットワーク 

少子高齢化社会に対応するため、より効率的

にサービス提供ができるように、都市機能（行

政や医療・福祉、商業、金融等）を集約したまち

を中心核として、各地域拠点や集落地等を公共

交通でつなげる都市構造のこと。 

 

再生可能エネルギー 

太陽光、風力その他非化石エネルギー源のう

ち、エネルギー源として永続的に利用すること

ができると認められ、太陽光・風力・水力・地熱・

太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存する

熱・バイオマスが定められています。 

 

SUP 

Stand Up Paddleboard（スタンドアップ

パドルボード）の略です。ハワイ発祥のマリンス

ポーツで、サーフボードより少し大きめの板の

上に立ち、パドルを漕ぎながら波乗りや海の上

を散歩することが楽しめる水上アクティビティ

です。 

 

自主防災組織 

地域住民が自主的に連帯して防災活動を行

う組織です。一般的に、自治会又は町内会単位

又はその下部組織として結成されることが多く、

学校区単位やマンション単位で結成されること

もあります。 
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自助・共助・公助 

「自助」とは、災害が発生したときに、まず自

分自身の身の安全を守ることで、この中には家

族も含まれる。 

「共助」とは、地域やコミュニティといった周

囲の人たちが協力して助け合うこと。 

「公助」とは、市町村や消防、県や警察、自衛

隊といった公的機関による救助・援助のこと。 

 

集約型都市構造 

都市の無秩序的な拡散を抑制し、都市機能の

集積を促進する集約拠点とその他の地域を公

共交通ネットワークで有機的に連携させる都市

構造のこと。 

 

循環型社会 

循環型社会推進基本法では、第一に製品等

が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出さ

れた廃棄物等についてはできるだけ資源とし

て適正に利用し、最後にどうしても利用できな

いものは適正に処分することが徹底されること

により実現される、「天然資源の消費が抑制さ

れ、環境への負荷ができる限り低減された社会」

としています。 

 

水源涵養機能 

森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込

む水の量を平準化して洪水を緩和するととも

に、川の流量を安定させる機能のこと。 

また、雨水が森林土壌を通過することにより、

水質が浄化されます。 

 

スポーツツーリズム 

美しい海を活かしたマリンスポーツ（SUP や

サーフィン等）や温暖な気候を活かした様々な

スポーツイベント（マラソン等）への参加や観戦

を目的とした旅行のこと。 

 

脱炭素化 

地球温暖化対策のため、二酸化炭素の排出

を低減していくこと。 

 

地域包括型まちづくり 

子どもから高齢者など誰もが住み慣れた地

域で暮らし続けることができるように、地域全

体で支え合うため、多様な主体との連携や ICT

技術等を活用してサポート体制を構築したまち

づくりのこと。 

 

地産千消 

地域（勝浦市）で生産された農林水産物を、

千葉県全体で消費すること。 

 

DX（デジタル・トランスフォーメーション） 

「進化したデジタル技術の浸透が、人々の生

活をあらゆる面でより良い方向に変化させるこ

と」という概念です。 

デジタル技術の活用による新たなサービス・

価値の提供等を通して、制度や組織・文化など

も変革していくような取組のこと。 

デマンドタクシー 

自宅や指定の場所から目的地まで、時間帯や

乗降場所などの要望に応えられる予約制乗合

タクシーのこと。 

 

土砂災害警戒区域 

土砂災害が発生した場合に、住民等の生命ま

たは身体に危害が生じる恐れがあると認めら

れた区域のこと。 

 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生し

た場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命また

は身体に著しい危害が生じる恐れがあると認

められた土地の区域で、一定の開発行為の制限

や居室を有する建築物の構造が規制される区

域のこと。 

 

二地域居住 

主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠

点（ホテル等も含む）を設ける暮らし方のこと。 

 

ハザードマップ 

地震や津波、土砂災害等の自然災害による

被害を予測し、災害発生箇所や被害範囲、避難

場所等の情報を地図上に図示したもの。 

 

バリアフリー 

高齢者や障がい者などが生活や活動をする

うえで障害となっている、道路や建物内の段差

など、障壁を取り除くこと。 

 

パークアンドバスライドシステム 

郊外や市街地周辺部のバスターミナルやバス

停周辺などに駐車場を整備し、マイカーからバ

スへの乗り継ぎを図るシステムのこと。 

 

復興の事前準備 

平常時から災害が発生することを想定し、被

害が発生しても対応可能なソフト的対策を事前

に準備し、早急に復興できるように関係機関と

連携して対策を行うこと。 

 

ブルーカーボン 

沿岸・海洋生態系（藻場（海草・海藻）や塩性

湿地・干潟、マングローブ林等）が光合成により
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CO₂ を取り込み、その後海底や深海に蓄積さ

れる炭素のこと。 

 

ブルーフラッグ 

環境教育プログラムを通じて持続可能な発

展を目指す国際団体である環境教育基金（FEE）

が、ビーチにおける環境教育、水質、環境マネジ

メント、安全とサービスの状況について国際的

に優れていることを認証する制度です。 

 

ヘルスツーリズム 

自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然環境

を体験し、身体に優しい料理を味わい、心身と

もに癒され、健康を回復・増進・保持を目的とし

た旅行のこと。勝浦朝市での朝活やサイクリン

グ、ハイキング等が挙げられます。 

 

ポケットパーク 

道路整備や交差点の改良によって生まれた

小規模スペースに、ベンチや休憩所等を設置す

ることで作られた小さな空間のこと。 

 

緑の交流拠点 

公園やスポーツ・レクリエーション施設、緑地、

農地、斜面林等を活用して、自然を体感できる

場所や拠点のこと。 

 

緑のネットワーク 

道路や公園、河川等において、緑の連続した

空間や拠点をつなげた軸のことで、周辺とのま

ちづくりの中で一体的に形成される緑のある

空間、またはオープンスペースのこと。 

勝浦市では、緑のネットワークの形成により、

うるおいのある快適なレクリエーション（ハイキ

ングやサイクリング等）の形成、良好な景観の形

成、防災性の向上、生物多様性の確保等の効果

が期待されます。 

 

藻場 

沿岸域の海底に見られる大型の海藻・海草が

群落を形成している場所のことで、様々な生物

に餌場や隠れ場、産卵場所などを提供し、海の

豊かな生態系を支えています。光合成により水

中の窒素やリン、二酸化炭素を吸収して酸素を

供給する機能もあります。 

 

モビリティ・マネジメント 

1人１人のモビリティ（移動）が、社会的にも個

人的にも望ましい方向（過度な自動車利用から 

公共交通等を適切に利用する等）に変化するこ

とを促す、コミュニケーションを中心とした交通

政策のこと。 

 

立地適正化計画（略称：立適） 

人口減少・高齢化、頻発・激甚化する自然災

害に対応した安全でコンパクトなまちづくりに

向けた取組を推進しようとするもので、市町村

において作成を行うこととなっています。 

 

UIJ ターン 

「U ターン」とは、地方出身者が大都市から地

元に戻ること。「I ターン」とは、大都市出身者が

地方に移住すること。「J ターン」とは、地方出身

者が大都市から地元に近い地方に移住するこ

とである。 

 

遊休農地 

かつて農地だったが現在農地として利用さ

れておらず、今後も農地として利用される可能

性も低い土地であり、農地ではあるけれど周辺

の農地と比較した時に利用の程度が著しく低い

土地のこと。 

 

ユニバーサルデザイン（略称：UD） 

「Universal Design」の略で年齢や性別、

文化、身体の状況等の人々が持つ様々な個性

や違いに関わらず、誰もが利用しやすく、暮らし

やすい社会となるように、まちや建物、もの、サ

ービス等をデザインすること。 

 

用途地域 

都市の将来像を想定した上で、機能的な都市

活動の推進や良好な都市環境の形成を図るた

めに、都市計画法に基づき、住居、商業、工業等

の 13 種類に区分し、建築物の用途、形態等に

関する制限をしている地域のこと。 

 

要配慮者 

高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策にお

いて特に配慮を要する方のこと。 

 

ライフライン 

生活・生命を維持するための水道・電気・ガ

ス・通信などのこと。 

 

ワーケーション 

Work（仕事）と Vacation（休暇）を組み合

わせた造語のこと。テレワーク等を活用し、リゾ

ート地や温泉地等、普段の職場とは異なる場所

で余暇を楽しみつつ、仕事を行うこと。 

 


